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各教科等における指導の重点 

関係法令等 

・日本国憲法 

・教育基本法 

・世界人権宣言 

・児童の権利に関

する条約 

・人権教育及び人

権啓発に関する

法律 

・ふじのくに人権

文化推進プラン 

・「有徳の人」づ

くりアクション

プラン 

学校教育目標 

 

自ら光る生徒を育てる 

～自分のよさを磨いて豊かに生きる～ 

 

 

 人権教育の目標や指導の重点 
①あいさつや望ましいコミュニケーションを身に

つける。 

②他人を思いやり仲間と協力できる心豊かな集団

を作る。 

③社会常識とマナーを身につける。 

学年・学級目標（学年・学級経営） 

 [１年] 友達、先輩、教員との交流を通して、望ましいコミュニケーションの力を育てる。 

 [２年] 学校生活の中で、相手の気持ちを考えて行動する力と好感が持てるコミュニケー 

ションの力を育てる。 

 [３年] 学校の教育活動を通して、他者を尊重しながら関わろうとする態度や社会生活に 

必要な常識やマナーを身につける。 

各教科 

○作業学習において、望ましいコミュニケー

ション、社会常識とマナーについて身に付

ける。 

○職業や性の学習において、自己理解や他者

理解、人権の意味と権利等の学習に取り組

み、人権感覚を養う。 

○パソコンを使った授業をする際には、情報

モラルやネット被害等の内容を盛り込んで

指導にあたる。 

ＬＨＲ、総合的な学習（探求）の時間等 

○隣接の磐田北高との交流を通して、同

年代の生徒との望ましいコミュニケー

ションを身に付けられるような機会を

作る。 

○特別活動や行事を通して、他人を思い

やり、仲間と協力することの大切さを

学ぶ機会を作る。 
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 教職員の人権感覚の向上 

 

 

生徒の実態  
・自己肯定感の低い

生徒が多い。  
・他者への思いやり

や気遣いが足りな

い生 徒が見ら れ

る。 

自校の人権課題 

・自己肯定感や他者

を尊重する心を育

て、社会生活を送

ることができる生

徒を育成する。 

 

○全職員で情報共有することを徹底し、一貫

した指導ができるようにする。 

 

○防災訓練など地域の活動に積極的に参加

することで実践を通して学ぶ。 

○産業現場等における実習先と連携し、マ

ナー等について徹底した指導を行う。 

 

○年度初めに人権について触れ、基本的なことを確認する。 

○県主催の人権研修で学んだことについて、全職員に伝達講習を行う。 

○定期的に全職員に対し、チェックリスト等を使用して確認する。 

以上のことを実施することで、人権感覚の向上を図る。 

 


